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川内地域原子力防災協議会の構成員について 

 
平成２５年９月３日の原子力防災会議決定に基づき、内閣府政策統括官（原子

力防災担当）は、道府県や市町村が作成する地域防災計画・避難計画等の具体
化・充実化を支援するため、平成２７年３月２０日に、原子力発電所の所在する
地域毎に課題解決のためのワーキングチームとして「地域原子力防災協議会」を
設置することとし、川内地域においても「川内地域原子力防災協議会」が設置さ
れた。 
川内地域原子力防災協議会の構成員・オブザーバーは、以下のとおりである。 
 
＜構成員＞ 
内閣府政策統括官（原子力防災担当） 
原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官 
内閣官房副長官補（事態対処・危機管理担当）付危機管理審議官 
内閣府大臣官房審議官（防災担当） 
警察庁長官官房審議官 
総務省大臣官房総括審議官 
消防庁国民保護・防災部長 
文部科学省大臣官房審議官（研究開発局担当） 
厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官 
農林水産省大臣官房危機管理・政策立案総括審議官 
経済産業省資源エネルギー庁資源エネルギー政策統括調整官 
国土交通省大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官 
海上保安庁総務部参事官（警備救難部担当） 
環境省大臣官房審議官 
防衛省大臣官房審議官 
鹿児島県副知事 

 
＜オブザーバー＞ 
薩摩川内市 
いちき串木野市 
阿久根市 
鹿児島市 
出水市 
日置市 
姶良市 
さつま町 
長島町 
九州電力株式会社 
 

＜事務局＞ 
  内閣府大臣官房審議官（原子力防災担当） 
  内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（地域防災担当） 
 内閣府政策統括官（原子力防災担当）付参事官（地域防災担当）付地域原子力防災推進官 等  
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「川内地域の緊急時対応」の改定について（案）

１．改定の目的

「川内地域の緊急時対応」は、平成２６年９月に開催された川内地域ワーキングチーム（特別会合）（現在の地域原子力防災協議会）で取りまとめ・
確認が行われ、同年９月に原子力防災会議において了承された。また、平成２７年１２月、平成２９年１月に実施した鹿児島県原子力防災訓練等の
教訓事項等を踏まえ、平成３０年３月に改定を行っている。
今般の新型コロナウイルスのような感染症（以下、「感染症等」という。）の流行下において、万が一、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくに

よるリスクとウイルスの感染拡大によるリスクの双方から、国民の生命・健康を守ることを最優先とすることが求められる。
そのため、「川内地域の緊急時対応」の改定により、緊急時対応のより一層の具体化・充実化を図る。

２．改定のポイント

屋内退避時の感染拡大防止

 自宅等で屋内退避を行う場合には、放射性物質による被ばくを
避けることを優先して屋内退避を実施し、換気については、屋内
退避の指示が出されている間は原則行わない。

 自然災害により指定避難所等で屋内退避をする場合は、密集を
避け、極力分散して退避することとし、これが困難な場合には、
市町が開設する近隣の別の指定避難所等や、あらかじめ定めら
れているUPZ外の避難先へ避難する。

対応
方針

1

〈改善〉 感染症等の流行下における各種防護措置の具体化

避難車両、避難所などにおける感染拡大防止

 避難又は一時移転を行う場合は、感染者とそれ以外の者との分離、
人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生等
の感染対策を実施する。

 原子力災害の発生状況、感染拡大の状況、避難車両や避難所等
の確保状況など、その時々の状況に応じて、車両や避難所を分け
る、又は同じ車両や避難所内で距離や離隔を保つなど、柔軟に対
応する。

対応
方針

〈その他の改定〉
○甑島列島内における避難先施設の追加。

川内地域原子力防災協議会
令和３年●月●日

せんだい

＜感染症等の流行下に原子力災害が発生した場合＞

PAZ 避難等の実施避難元 避難先

感染者(軽症者等)

それ以外の者※

放射線防護対策施設等で屋内退避を継続
それ以外の者とは別の施設で屋内退避。

 それ以外の者とは、別施設に
避難。また、施設内では密集
を避ける。

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者

一
般
住
民

感染者
（重症者）

避難の実施
により健康
リスクが高
まらない者

手
洗
い
・
消
毒
・
マ
ス
ク
着
用
・
一
定
の
距
離
確
保
等
の
感
染
予
防
策
を
徹
底

感染者
(軽症者等)

それ以外
の者※

感染症指定医療機関等で治療

避難所等
 感染者(軽症者等)は、それ以

外の者とは隔離するため、別
施設や個室等に避難。また、
密集を避ける。

 避難先施設では、密集を避け
る。

感染者
(軽症者等)

それ以外
の者※

避難の実
施により
健康リスク
が高まる者

【
G
Ｅ
】

避
難
等
開
始

放射線防護対策施設等で屋内退避を継続
感染者(軽症者等)とは別の施設で屋内退避。

【
Ｓ
Ｅ
】

避
難
等
開
始

 感染者(軽症者等)は、それ以
外の者とは隔離するため、別
施設や個室等に避難。また、
密集を避ける。

 感染者とは、別施設に避難。ま
た、施設内では密集を避ける。

 避難先施設では、密集を避け
る。

 指定避難所等に避難を実
施する場合は、密集を避
け、極力分散して避難。

自宅等で
避難準備

バス避難者等の
バス集合場所等

 密集を避け、極力分散して集合。

 それ以外の者とは、
別々の車両で避難。

避難車両

 バス等で避難する際
は、密集を避け、極
力分散して避難。

 バス等で避難する
際は、密集を避け、
極力分散して避難。

 感染者(軽症者等)と
は、別々の車両で避
難。

 バス等で避難する際
は、密集を避け、極
力分散して避難。

 バス等で避難する
際は、密集を避け、
極力分散して避難。

Ｕ
Ｐ
Ｚ
内
の
住
民

避難等の実施避難元 避難先

手
洗
い
・
消
毒
・
マ
ス
ク
の
着
用
・

一
定
の
距
離
確
保
等
の
感
染
予
防
策
を
徹
底

UPZ

それ以外
の者※

感染者
（重症者）

感染者
(軽症者等)

一
時
移
転
等
開
始

バス避難者等
のバス集合場
所等

 密 集 を 避
け、極力分
散して集合。

避難車両

 バス等で避難す
る際は、密集を
避け、極力分散
して避難。

避難所等

 感染者(軽症者等)は、それ
以外の者とは隔離するため、
別施設や個室等に避難。ま
た、密集を避ける。

屋内退避

 自宅等でも、放射性物
質による被ばくを避け
ることを優先して屋内
退避を実施し、換気に
ついては、屋内退避
の指示が出されてい
る間は原則行わない。

 指定避難所等で屋内
退避を実施する場合
は、密集を避け、極力
分散して退避。

 避難先施設では、密集を避
ける。

 バス等で避難す
る際は、密集を
避け、極力分散
して避難。

避難退域時
検査場所

 密集を避
け 、極力
分散して
検査。

感染症指定医療機関等で治療

※濃厚接触者、発熱者等の感染の疑いのある者、又はそれ以外の者は、可能な限りそれぞれ別々に避難（車両、一時滞在場所等）する。

せんだい せんだい

せんだい

かごしまけん

こしきしま

せんだい資料２－２



※ 人口は，令和2年4月1日時点

川内地域の緊急時対応（概要版）案①原子力災害対策重点区域・広域避難先

 川内地域における原子力災害対策重点区域（概ね半径30kmの範囲）の人口は202,325人
（令和2年4月1日現在）。

 PAZ内の人口は薩摩川内市の4,182人。UPZ内の人口は関係9市町198,143人。

１．川内地域の原子力災害対策重点区域 ３．ＰＡＺ及びＵＰＺにおける広域避難先

【UPZ市町】

薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市、

鹿児島市、出水市、日置市、姶良市、

さつま町、長島町

 薩摩川内市のPAZ内4地区の住民避難先については、鹿児島市内の7施設に避難先を確保。
 4地区における避難先については、普段から避難計画に関する住民説明会や訓練等を通じて住民

に周知。
 UPZ内9市町の避難先については、県内16市町、県外3市町に避難先を確保。

PAZ

UPZ

２．原子力災害対策指針における緊急事態の防護措置の考え方

PAZ内住民の避難先

ＰＡＺ内 ＵＰＺ内
合 計

（概ね５km) （概ね５～３０km）

4,182 人 198,143 人 202,325人

日置市

くし き の し

ひおき し

こしき しま

甑 島
（薩摩川内市）

さつませんだいし

さつま町

阿久根市

長島町

いちき串木野市

鹿児島市

あ く ね し

ちょう

か ご しま し

ながしまちょう

PAZ
5km

UPZ
30km

薩摩川内市

姶良市

あい ら し

伊佐市
出水市

いずみ し
い さ し

上甑島

かみこしきしま

中甑島

なかこしきしま

下甑島

しもこしきしま

出典：地理院地図（白地図）をもとに内閣府（原子力防災）作成

（凡例）
： 避難先施設

＜避難方法＞

①自家用車

②近所の方の自家用車に同乗

③集合場所からﾊﾞｽ等

避難元 避難先

滄浪
地区

・総合体育ｾﾝﾀｰ武道館

寄田
地区

・鹿児島県文化ｾﾝﾀｰ

（宝山ﾎｰﾙ）

水引
地区

・鹿児島県文化ｾﾝﾀｰ

（宝山ﾎｰﾙ）

・かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ
・県立図書館本館

峰山
地区

・鹿児島盲学校体育館

・開陽高等学校体育館

・鹿児島南高等学校体育館

PAZ内人口

滄浪
地区

374人

寄田
地区

237人

水引
地区

2,376人

峰山
地区

1,195人

合計 4,182人

そうろう

よりた

みずひき

みねやま

そうろう

よりた

みずひき

みねやま

鹿児島市

PAZ

UPZ

UPZ内市町の広域避難先

UPZ内2市
県外避難先

熊本県芦北町他2市町

UPZ内9市町
県内避難先

霧島市他15市町
（同一市町内避難を含む）

せんだい

川内ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

1

 緊急事態の初期段階は原子力施設の状況等の進捗で、放射性物質放出後は緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果
に基づいて防護措置を実施。

（１） EAL（Emergency Action Level ）による初期対応段階における防護措置
原子力施設の状況等に基づく緊急事態区分を導入し、その区分を判断する基準（EAL） を設定。
EALに基づき、施設敷地緊急事態要避難者は早期の避難等の防護措置を実施。

※施設敷地緊急事態要避難者、 EAL(SE)の段階から避難を開始する。
ただし、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者は、遮へい効果の高い建物等に屋内退避する。

（２）緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの実施／OIL（Operational Intervention Level）に基づく判断
国はEAL(SE)の段階で緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰを立ち上げる。放射性物質放出後 、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果と
防護措置の実施基準（OIL）に基づき、PAZ外の住民の防護措置を判断する。

●数時間内を目途に区域を特定

●PAZの住民の避難開始
●PAZの住民は安定ヨウ素剤を服用

例）炉心冷却機能喪失

ＵＰＺ（概ね5～30㎞） （概ね30㎞～）

ＥＡＬ（GE）

例）全交流電源喪失

例）全交流電源喪失
が30分以上継続

ＰＡＺ（～概ね5㎞）

●PAZの住民の避難準備を開始
●PAZの施設敷地緊急事態要避難者の避難等を開始

●PAZの施設敷地緊急事態要避難者の避難準備を開始

ＥＡＬ（AL）

ＥＡＬ（SE）

●UPZの住民は屋内退避

OIL1

OIL2

速やかに避難

１週間程度内に一時移転

●１日内を目途に区域を特定
●地域生産物の摂取を制限

空間線量率500μSv/h超過

空間線量率20μSv/h超過

事
故
等
が
進
展

放射性物質放出後

●UPZの住民等は屋内退避の準備を開始

①警戒事態【警戒体制の構築（参集、情報収集、拠点間の連絡など）】

②施設敷地緊急事態（原災法１０条）【防護措置の準備を開始】

③全面緊急事態（原災法１５条）【防護措置を実施】

川内地域原子力防災協議会
改定 令和３年●月●日

さつませんだいし くしきのし あくねし

かごしまし いずみし ひおきし あいらし

ちょう ながしまちょう

せんだい

せんだい

せんだい

さつませんだいし

さつませんだいし かごしまし

かごしまけん

かごしまけん

かごしま

かごしまみなみ

ほうざん

ほうざん

かいよう

かごしまし

くまもとけん あしきたまち

きりしまし
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川内地域の緊急時対応（概要版） ②PAZにおける避難・屋内退避の考え方

区域 種別 対象者数
避難等の流れ

備考
警戒事態 施設敷地緊急事態 全面緊急事態

PAZ
（発電所か
ら概ね5km
圏内）

医療機関・
社会福祉
施設の入
所者

薩摩川内市
357人

避難計画において避難元施
設ごとに避難先施設を設定。

避難の実施により健康ﾘｽｸが
高まる者で、放射線防護対策
施設に入所している場合は、
避難体制が整うまで屋内退
避を実施。

在宅の
避難行動
要支援者

薩摩川内市
514人

避難行動要支援者は、あら
かじめ定めた避難先へ避難。

避難の実施により健康ﾘｽｸが
高まる避難行動要支援者は、
近隣の放射線防護対策施設
へ輸送。

一般の避難先施設では、避
難生活に困難が生じる在宅
の避難行動要支援者は、県
内福祉避難所（UPZ内地域を
除く）492施設から、鹿児島県
災害対策本部において関係
機関と調整し、決定した福祉
避難所等に移動。

その他の
施設敷地
緊急事態
要避難者

薩摩川内市
294人

学校・
保育所等
の児童等

薩摩川内市
330人

警戒事態になった時点で授
業・保育を中止し、保護者へ
の引渡し等を開始。

保護者へ引渡し等が完了し
ていない児童等は、施設敷
地緊急事態になった時点で
避難を行い、避難先で保護
者に引渡す。

一般住民 薩摩川内市
4,182人

住民はあらかじめ定めた避
難先へ避難。

自家用車を利用可能な者は
自家用車で避難。自家用車
が利用できない者は、九州電
力(株)及び鹿児島県等が配
車した車両で避難。

放射線防護対策施設※3

（旧滄浪小学校体育館、

峰山地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 等）

施
設
敷
地
緊
急
事
態
（
原
災
法
10
条
）で

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者
は
避
難
等
を
開
始

全
面
緊
急
事
態

（原
災
法
15
条
）

で
避
難
開
始

対象者

薩摩川内市：514人

施
設
敷
地
緊
急
事
態
要
避
難
者
の
避
難
準
備
を
開
始

一般住民の避難準備を開始

支援者の車両で避難

福祉
避難所等

バス避難集合場所
（17か所）

バス10台により避難（教職員が同乗）

対象者

薩摩川内市：
4,182人

＜保護者への引渡しが完了していない児童等＞

福祉車両2台（全てｽﾄﾚｯﾁｬｰ）で避難（支援者が同乗）

支援者とともに徒
歩、車両で移動

バス24台、福祉車両11台（ｽﾄﾚｯﾁｬｰ8台、
車椅子仕様3台）で避難（支援者が同乗）

＜避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者：2人＞

＜避難可能な者：512人＞

自家用車で避難（3,437人）

徒歩等で移動

（745人）

避難先

（鹿児島市内
７施設）

対象施設

薩摩川内市
（5施設：330人）

放射線防護対策施設※3

対象施設

薩摩川内市
（7施設：357人）

医療機関・社会福祉施設

（鹿児島市12施設、姶良市1施設）

施設内の移動対象者は11人（職員が同行）

バス16台、福祉車両5台により避難（職員が同行）

＜避難の実施により健康ﾘｽｸが高まる者：11人＞

＜避難可能な者：346人＞

避難先

（鹿児島市内７施設）

＊一般の避難先施設では、
避難生活に困難が生じ
る方は、福祉避難所等
へ移動

保護者
引渡し
開始

バス避難
集合場所
（17か所）

避難先で
保護者に
引渡す

2

ﾊﾞｽ25台に
より避難

避難先

（鹿児島市内
７施設）

対象者

薩摩川内市：294人
自家用車で避難

バス避難集合場所
（17か所）

バス10台により避難

バス避難集合場所 避難先
自宅等一時滞在者

※1 妊婦、授乳婦、乳幼児、乳幼児とともに避難する必要のある者、安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者。
※2 一般住民の対象者数は、PAZ内住民の人口。
※3 放射線防護対策施設には、避難行動要支援者のほか、職員等が入る予定。

※1

※2

自家用車で避難

さつませんだいし

さつませんだいし

さつませんだいし

さつませんだいし

さつませんだいし

さつませんだいし

さつませんだいし

せんだい

さつませんだいし

さつませんだいし

さつませんだいし

かごしまし

かごしまし

かごしまし

かごしまし

そうろう

みねやま

かごしまけん

かごしまけん

あいらし



区域 種別
対象
者数

屋内退避 ／一時移転（1週間程度内に実施）の流れ

備考
警戒
事態

施設敷地
緊急事態

UPZ
（発電所か
ら概ね5～
30km圏内）

医療機関の
入院患者

72施設
4,089人
①5～10km

1施設
（19人）

②10～30km
71施設

（4,070人）

 ①5～10ｋｍ圏内にある医療機関（1施設）
は、避難計画において避難先施設（1施
設：19人収容）を設定。

 ②10～30ｋｍ圏内にある医療機関（71施
設）は、県の「原子力防災・避難施設等調
整ｼｽﾃﾑ」により、あらかじめ登録している
県内の受入候補施設（173施設：24,262人
収容）の情報を基に、県が避難先施設を
決定。

社会福祉
施設の入所
者

173施設
6,274人
①5～10km

12施設
（507人）

②10～30km
161施設

（5,777人)

 ①の5～10ｋｍ圏内にある社会福祉施設
（12施設）は、避難計画において避難元
施設ごとに避難先施設（21施設：923人収
容）を設定。

 ②10～30ｋｍ圏内にある社会福祉施設
（161施設）は、県の「原子力防災・避難施

設等調整ｼｽﾃﾑ」により、あらかじめ登録
している県内の受入候補施設（315施設：
17,378人収容）の情報を基に、県が避難
先施設を決定。

在宅の
避難行動
要支援者

9,087人

一時移転等が必要となった避難行動
要支援者は、関係市町が準備した避
難先施設に一時移転等を実施。

一般の避難先施設では、避難生活
に困難が生じる在宅の避難行動要
支援者は、県内福祉避難所（UPZ内
地域を除く）492施設から、鹿児島県

災害対策本部において関係機関と
調整し、決定した福祉避難所等に移
動。

学校・保育所
等の児童等

201施設
29,845人

警戒事態になった時点で授業・保
育を中止し、保護者への引渡し等
を開始。

保護者へ引渡し等が完了していな
い児童等は、全面緊急事態になっ
た時点で屋内退避を行い、その後、
一時移転等の指示が出された場合
には、避難先へ一時移転等し、保
護者に引き渡す。

一般住民 198,143人

避難計画で定めている避難先へ
一時移転等を実施。

自家用車や鹿児島県等が準備した
ﾊﾞｽ等により避難。

避難先福祉施設
（315施設：17,378人）

自家用車、ﾊﾞｽ等により避難

屋内退避
（173施設：6,284人）

屋内退避
（9,087人）

屋内退避
（198,143人）

屋
内
退
避
の
準
備
を
開
始 ﾊﾞｽ・福祉車両により避難

（支援者が同乗）

ﾊﾞｽ・福祉車両により避難
（職員が同乗）

ﾊﾞｽにより避難（教職員が同乗）

一時移転等
対象学校等

一時移転等
対象者

一時移転等
対象者

川内地域の緊急時対応（概要版） ③UPZにおける屋内退避・一時移転の考え方

対象施設
（201施設）

保護者

引渡し開始

屋内退避
（72施設：4,089人）

ﾊﾞｽ・福祉車両により避難
（職員が同乗）

避難先医療機関
（173施設：24,262人）

※1 OIL基準に基づく避難や一時移転等のこと。
※2 一般住民の対象者数は、UPZ内住民の人口。

一時移転等
対象医療機関

一時移転等対
象福祉施設

屋内退避
（201施設：
29,845人）

避難先
（819施設）

鹿児島県が、「災害時等におけるバスによる緊急輸送等に関する協定」に基づき、県内の
バス会社等から必要となる輸送手段を確保。
それでも不足する場合は、他県との応援協定に基づき、隣接県等から輸送手段を確保。

避難先
（819施設）

＊一般の避難先施設では、
避難生活に困難が生じる方
は、福祉避難所等へ移動

福祉
避難所等

全面緊急事態

OIL2となった場合

一時移転等
の指示

一時移転等
の指示

一時移転等
の指示

一時移転等
の指示

避難先で保護
者に引渡す

＜保護者への引渡しが完了していない児童等＞

3

全
面
緊
急
事
態
で
屋
内
退
避
を
開
始
。
そ
の
後
、
緊
急
時
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
に
基
づ
き
、
毎
時
５
０
０
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
、

ま
た
は
毎
時
２
０
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
区
域
が
特
定
さ
れ
た
場
合
は
、
当
該
区
域
の
住
民
の
一
時
移
転
等
を
実
施

※1

※2 一時移転等
の指示

せんだい

かごしまけん

かごしまけん

かごしまけん
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